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１．水産市場の潮流について 

 （１）水産物の食を取り巻く社会の変化 

  ①需要の変化 

 

図表-1．我が国の人口構造の推移と見通し 

 

出典：内閣府「平成 26年度少子化社会対策白書」 

 

 

図表-2．「単独（単身）世帯」の増加 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 
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図表-3． 魚介類と肉類の１人１日当たり摂取量の推移（経年変化） 

 
出典：水産庁「平成 20年度 水産白書」（平成 20年） 

 

 

図表-4．国民１人１日当たりの供給熱量の推移 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 
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図表-5．国民１人１年当たりの品目別消費量の推移 

 

出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 

 

 

②消費の多様化 

図表-6．外食率、食の外部化率の推移 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 

 

図表-7．外食と中食の市場規模の推移         （億円） 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 
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  ③健康と安全・安心への志向 

 

図表-8． 生鮮食品を選択する際の基準 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 

 

 

 （２）生鮮食料品流通の環境変化 

  ①小売業態の多様化 

 

図表-9 生鮮食料品（野菜・果実・精肉・鮮魚別）の購入に主に利用する業態 

 
出典：一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会 「２０１５年版 スーパーマーケット

白書」 
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  ②産地の大型化 

 

図表-10．漁業商業者の推移 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 

 

 

図表-11．漁業・養殖業生産量の推移 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」（平成 26年 7 月） 
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図表-12．沿岸地域漁協数・合併参加漁協の推移 

 

出典：水産庁「平成 23年度 水産白書」（平成 23年） 

 

 

図表-13．単協数及び１組合平均取扱高の推移 

 

出典：農林水産省食料局「卸売市場の再編の推進について」（平成 22年 2月） 
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  ③市場外流通の増加 

図表-14．卸売市場経由率の推移（重量ベース、推計） 

 

出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について（平成 26 年 7 月）」 

 

 

 

図表-15．量販店の生鮮食料品の仕入先別構成（平成１４年度） 

 
出典：千葉県柏市「平成１７年 第５回市場運営審議会資料 柏市公設総合地方卸売市場の長期

整備の方向（案）データ編」（平成１７年１月） 
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 （３）水産市場における機能変化 

  ①国の基本方針（第１０次卸売市場整備基本方針） 

 
【卸売市場整備基本方針（第１０次）改正点 （平成 28 年 1 月 14 日策定）】 
 第１ 基本的な考え方 
 今後の卸売市場については、生産者・実需者との共存・共栄を図るという視点の下、卸売市場の有する目利き、

コーディネート力等を一層発揮し、川上・川下をつなぐ架け橋として、その求められる機能・役割を強化・高度化

していくこととし、以下を基本に整備・運営するものとする。 
  ① 卸売市場における経営戦略の確立 
  ② 立地・機能に応じた市場間における役割分担と連携強化 
  ③ 産地との連携強化と消費者、実需者等の多様化するニーズへの的確な対応 
  ④ 卸売市場の活性化に向けた国産農林水産物の流通・販売に関する新たな取組の推進 
  ⑤ 公正かつ効率的な売買取引の確保 
  ⑥ 卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化 
  ⑦ 卸売市場に対する社会的要請への適切な対応 
具体的な行動計画を定め、ビジネスモデルの方向性は安定供給を基本に以下を定める。 

  ① 規模な集荷・分荷機能の発揮 
  ② 産地との連携による魅力ある生産物の集荷・販売 
  ③ 加工・業務用ニーズに対応した機能強化と商品開発 
  ④ 輸出等を通じた新たな需要開拓 
  ⑤ ①から④までの複合型 

 
第２ 卸売市場の適正な配置の目標 

○中央卸売市場 
 (1)開設者が、他の卸売市場に係る取扱品目の部類を継承する場合を除き、新設は行わない。 
 (2)大規模な中央卸売市場と中小の中央卸売市場との間で機能・役割を明確化した上で、地方卸売市場も含めた

複合的な卸売市場間における連携のよる効率的な流通ネットワークの構築に努める。 
 (3)中央卸売市場にあって次の指標のうち３つ以上の指標に該当する場合は再編に取り組む。 
 ア）取扱量が当該開設区域内における需要量未満であること。開設区域外への割合がイに掲げる指標に該当し

ない市場であって、青果物では 45%以上、水産物では 60%以上、花きでは 60%以上である場合はこの限りではな

い。 
 イ）当該中央卸売市場における取扱量が、青果物では 65,000 トン未満、水産物では 35,000 トン未満、花きで

は 6,000 万本相当未満であること。 
 ウ）当該中央卸売市場の取扱量が直近３年連続で減少し、かつ３年前を基準年とする取扱量の減少率が、青果物

では 9.9%以上、水産物では 15.7%以上、花きでは 7.4%であること。 
エ）以下のいずれかの要件に該当すること。 

  ・特別会計に対する一般会計の繰出金が直近で３年以上連続して、総務省で定める繰り出しの基準を超えて

いること。 
  ・当該中央卸売市場取扱品目の部類に係る取扱数量の過半数を占める卸売業者が直近３年連続して卸売市場

法第５１条２項各号のいずれかに該当すること。 
 (4) (3)に規定する再編基準に該当は次に該当する再編措置のいずれかに取り組む。 
  ア 市場運営の広域化（広域の開設者への地位の継承） 
  イ 他の卸売市場との統合による市場機能の集約 
  ウ 集荷・販売面における他の卸売市場との連携 
  エ 地方卸売市場への転換 
  オ 卸売市場の廃止その他市場流通の効率化 
 (5) 老朽化や過密・狭隘化した著しい中央卸売市場についてはＰＦＩ事業の活用等、計画的に再整備する。 
 
○地方卸売市場 
 (1)地域における生鮮食料品等流通の核となる地方卸売市場の適正な配置を実現するため、必要に応じて、都道

府県卸売市場整備計画に、地方における集荷力の強化を図る上での拠点になるなど、地域内の生鮮食料品流通に

おいて重要な役割を担う特定の地方卸売市場（水産物産地市場は除く）であって、それに即して市場機能の強化に

取り組むもの（地域拠点）を定める。 
 (2)地域拠点市場は、次の措置に取り組み、これらの措置に取り組むことが困難な場合は、産地や実需者との連

携による市場機能の強化等に計画的に取り組む。 
  ア 他の地方卸売市場との統合 
  イ 他の卸売市場と連携した集荷。販売活動 
 (3)地域拠点市場の目標年度における取扱量は、以下がそれぞれ達することが見込まれること。 
  ア 主たる取扱品目が青果の場合、原則 15,000 トン以上 
  イ 主たる取扱品目が水産物の場合、原則 7,000 トン以上 
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  ウ 主たる取扱品目が花きの場合、原則 2,000 万本相当以上 
 (4)全国的な卸売市場の再編を促進する観点から、地域拠点市場が他の地域卸売市場と統合する場合は、統合に

より次の要件をすべて適合すること。 
  ①当該統合の中核となる地域拠点市場の取扱金額が 50 億円以上または卸売場面積が 3,000 ㎡以上であるこ

と。 
  ②統合後の地域拠点市場の取扱金額が 100 億円または卸売場面積が 5,000 ㎡以上であること。 
  ③当該統合に係る地方卸売市場が食品流通構造改善促進法第 4 条第 2 項の規定による同法第 2 条第 3 項第 2
号にきていする卸売市場機能高度化事業に係る構造改善計画の認定を受けていること。 
 (5)都道府県においては、区域ごとにわけて定める区域ごとの生鮮食料品の流通事情を踏まえて、必要に応じて、

地方卸売市場の卸業者に係る財務基準がその他の指標を定め、一定の目安に該当する地方卸売市場の再編につい

て配慮するなど、都道府県卸売市場整備計画に基づき、卸売市場の適正な配置を推進すること。 
 (6)中央卸売市場開設区域内における地方卸売市場は生鮮食料品等の円滑な流通の確保を図るために必要と認め

られた場合に限り、配置すること。 
 
○水産産地市場 
 産地市場関係事業者の経営の改善・安定化に配慮するとともに、漁港の整備計画等を勘案し、長期展望に即して

市場機能の強化等を推進すること。 
 
 第３ 近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標 
 １ 立地に関する事項 
卸売市場の立地については、大規模小売業者、外食産業事業者等の広域チェーン展開等による生鮮食料品等流

通の広域化、大都市圏等の交通混雑等を勘案し、開設者及び卸売業者等の円滑かつ安定的な業務運営が確保され

るように十分な見通しを踏まえて行う。 
 (1)周辺の土地との調整を考慮し、都市計画との整合性が確保されること。 
 (2)道路など生鮮食料品等流通に関連する公共インフラの整備計画との整合性が確保され、かつ、災害時も考慮

して交通事情が良好な場所であること。 
 (3)各種施設が適切に配置され、施設利用の効率性が確保され得る地形であること。 
 (4)生鮮食料品等の安全・衛生上適切な環境にある地域であること。 
 
 ２ 施設の種類に関する事項 
 施設の種類は次に巣召すとおりとし、社会的要請の高まり等に対応して必要な施設を計画的に整備する。 
  売場施設、駐車施設、貯蔵・保管施設、輸送・搬送施設、衛生施設、情報・事務処理施設、管理施設、加工処

理施設、福利厚生施設、関連施設 
  なお、水産物産地市場については、以上のほか、海水浄化施設、水揚・選別機械設備、計量施設等を実情に応

じて整備する。 
 
 ３ 施設の規模に関する事項 
 別記２に基づいて算定される施設規模を確保する。 
 
 ４ 施設の配置、運営及び構造に関する事項 
 生産者及び実需者のニーズや社会的要請を的確に対応する必要があり、品質管理の向上や加工処理等の機能強

化、環境問題への積極的な取組や緊急事態への対応に向けて強化する。 
 公設卸売市場は、公営企業の経営原則を踏まえ健全な市場会計が確保されるように施設整備と運営の合理化に

努め、施設整備のＰＦＩ事業の活用、民間委託の推進や指定管理者制度の活用を通じて、整備・運営コストの抑制

に努める。さらに卸売市場の利用者が受ける便益等に応じた費用負担の適正化の観点から、施設の使用料、入場料

等の徴収についても検討する。 
 (1)卸売市場施設は、その導入に当たっての費用対効果や市場経営に及ぼす影響、共同利用に関する卸売業者、

仲卸業者等の市場関係業者間の調整、それら業者の経営への影響等を考慮しつつ、卸売市場の経営戦略に即した

計画的な整備・配置を推進すること。 
(2)中央卸売市場においては大型車両にも対応可能な保管・積込施設、全国の産地や卸売市場との間での情報の

迅速な処理を行うために必要な情報処理施設等の整備・配置を計画的に推進する。 
(3)産地との連携強化により魅力的かつ特色ある商品の品揃えを充実し、集荷。販売を強化するため、貯蔵・保

管施設、輸送・搬送施設等の整備・配置を計画的に推進すること。 
(4)実需者のニーズへの対応のため、加工処理施設、貯蔵・保管施設、輸送・搬送施設等の整備・配置を計画的

に推進すること。 
(5)コールドチェーンの確立を含めた卸売市場における品質管理に対する生産者及び実需者のニーズに対応する

ため、低温の卸売場、荷さばき場、温度帯別冷蔵庫等の低温（定温）管理や他温度管理施設や衛生施設等の品質管

理の高度化に資する施設の整備・配置を計画的に推進する。その際、ＨＡＣＣＣＰの考えを取り入れた品質管理や

外部監査を伴う品質管理認証の取得に取組む卸売市場にあたっては必要となる施設の早急な整備・配置に努める

こと。 
(6)卸売市場が国産農林水産物の輸出に係る拠点としての機能を発揮するため、必要に応じて、輸出先が求める

品質管理、小分け・包装、他品目混載に対応可能な施設を整備。配置すること。 
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(7)太陽光発電による新エネルギーの産出と活用、省電力設備の導入のほか、食品廃棄物、容器包装等のリサイ

クルに資する施設や塵埃及び汚水の処理施設の整備・配置、さらには通い容器の導入による物流業務の効率化に

努めるとともに、管理棟の木質化を推進すること。 
(8)取扱数量の増大が見込まれる卸売市場の新設に当たっては各種施設の増設余地の確保、施設の立体化等に務

めること。 
(9)大規模増改築等の卸売市場の新設に当たっては、原則として外気の影響を極力遮断する閉鎖型の施設とする

こと。 
(10)施設配置に当たっては、場内搬送経路の最適化を十分考慮するとともに、必要に応じて自動搬送施設の導入

等を行うこと。また場外における交通渋滞等を緩和するため、車両誘導の効率化を図ること。 
(11)卸売市場の運営の効率化と卸売市場における物流業務の効率化を図るため。 
 ①データ連携や取引効率化に資する生鮮ＥＤＩ標準（受発注等の情報を電子的に交換する方法の標準的取り

決め）の導入及び電子タグ（メモリー機能を有する極小のＩＣタグとアンテナを内蔵した荷札）等の情報通

信の活用 
②産地や実需者と連携して、流通コストの削減や流通における環境負荷の軽減に資する通い容器等の導入 

に積極的に取り組む、必要に応じて、市場内におけるＬＡＮ（構内情報網）や通い容器に対応した搬送施設の整

備と通い容器の一時保管場所の確保に努めること。 
 

 第４ 取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する基本的な事

項 
１ 取引の合理化に関する事項 
(1)各卸売市場に適合したバリューチェーン（生産から加工、流通、販売に至るまで各事業が有機的につながっ

ており、それぞれの工程で付加価値を生み出していくプロセス）の構築やサプライチェーンマネジメントシス

テム（商品供給管理システム）の確立による市場流通の効率化に積極的に取り組む。 
(2)複数の市場間における効果的な連携や新商品の開発等のため産地や実需者との連携を推進し、集荷。販売力

の向上を通じた市場取引の活性化を図ること。 
(3)売買取引における情報通信技術の利用を一層推進するため、電子商取引の導入を推進するとともに電子商取

引に係る商物一致原則の例外措置の適用が可能な売買取引においては、その活用につとめる。 
(4)法令に規定されている事務手続と密接に関連を有する事務手続の電子化への移行等を積極的に講じ、事務手

続の簡素化を徹底すること。また生産者から実需者に至るまでの流通全体を通じた情報通信技術の活用、生鮮

ＥＤＩ標準の導入、様式・書式の統一等による事務の効率化に向けた取組を推進すること。 
(5)取引物品に対する消費者等の信頼を確保し、安心につなげるため以下の取り組むこと。 
 ①原産地表示の徹底等による公正な取引の確保 
 ②生産履歴工法の適切な確認・伝達 
 ③食品衛生上不良な食品の流通防止に向けた検査体制の充実 
 ④生鮮食料品等の仕入先及び仕入日、販売先及び販売日当の入出荷に係る記録の適切な作成・保存を通じた

トレーサビリティの確保 
(6)卸売市場関係業者における自主行動計画や、企業行動規範の策定を推進することによりコンプライアンス（法

令遵守）の徹底に努めること。 
 
２ 物品の積み卸し、荷さばき、保管等の合理化に関する事項 

  商品管理の適正化、食品衛生の確保、ロジスティクス（戦略的物流管理システム）の展開方向、市場労働の省

力化等に配慮し、次の事項に留意する。 
(1)商品形態の変化、多温度帯流通の進展、卸売市場の休業日の増加に対応した施設の整備を図るとともに、商

品の特性に応じた荷さばき、保管等に努めること。 
(2)加工処理施設、貯蔵・保管施設及び輸送・搬送施設の整備に当たっては、電子商取引、予約相対取引や見本

取引の進展等取引方法の変化、小売形態の変化、荷さばき、保管、搬送等の効率化等に配慮すること。また場外保

管施設の適切な活用を推進すること。 
(3)自動荷さばき、搬送システム、パレット輸送システム、自動倉庫等の体系的利用により、荷役労働の省力化

を計画的に推進すること。 
 
３ 物品の品質管理の高度化に関する事項 

  (1)施設の整備と併せて、生鮮食料品等の鮮度保持のための温度管理、市場内の施設や用具等の洗浄・殺菌、

場内搬送車両の無公害化、品質管理の責任者の設置と責務の明確化等の品質管理の高度化のための措置に取り

組む。 
  (2)食品衛生法に基づく公衆衛生の見地から必要な施設の基準や公衆衛生上構ずべき措置の基準を遵守する。 
  (3)各卸売市場においては、基本的な衛生管理の徹底のみならず、ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた品質管理や

外部監査を伴う品質管理認証の取得等を通じたより組織的。体系的な品質管理体制の構築を図る。 
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  ②卸売市場の機能変化 

図表-16．新たな漁港漁場整備長期計画の重点課題 

 
出典：水産庁「新たな「漁港漁場整備長期計画」のポイント」より抜粋 

 

 

  ③地方卸売市場に求められるもの 

図表-17．卸売市場数と卸売業者数の推移 

 
出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について（平成 26 年 7 月）」 
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図表-18．卸売市場の取扱金額の推移（単位：億円） 

 

出典：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について（平成 26 年 7 月）」 
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２．小田原市公設水産卸売市場の現状と課題 

 （１）立地・環境 

  ①交通の利便性 

図表-19．小田原市内の道路網 

 
出典：小田原市「水産市場周辺調査業務報告書」（平成 12 年 3 月） 

 

図表-20．小田原市内の鉄道駅 

 
出典：「小田原市自転車等の駐車対策に関する総合計画」（平成 27年 3月） 
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  ③水産市場周辺の観光地化 
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図表-22． 小田原市公設水産地方卸売市場の概要 

① 名   称  小田原市公設水産地方卸売市場 

② 所 在 地   神奈川県小田原市早川一丁目１０番地の１ 

③ 開 設 者   小田原市 

④ 面 積  １５，０１０ｍ２（卸売場面積 ３，１６０．３２ｍ２） 

⑤ 開 設 許 可 昭和４７年１１月２２日（公設許可神奈川県卸売市場条例水産第１号）

⑥ 業 務 開 始 昭和４３年３月２５日 

⑦ 供 給 人 口 約５６万人（３市９町） 

⑧ 取 扱 品 目 生鮮水産物及びその加工品、その他規則で定める生鮮食料品等 

⑨ 開 場 時 間 午前５時から午後５時まで 

⑩ 販 売 開 始 午前６時から（平成２７年４月１日から午前５時に） 

 試験期間＝平成２６年２月１日～平成２７年３月３１日） 

（参 考） 

 昭和４７年   卸売市場法の施行に伴い、神奈川県知事による許可制になったことから、１１月２２日付

水産第１号の許可を受け、名称も小田原市公設水産地方卸売市場に変更 

昭和５４年   処理場上屋を増築し、売り場面積を拡張 

平成７年    周辺環境対策の一環として、西湘バイパス高架下を利用して、年々増加する市場関係者の

駐車場となる鉄骨造１層２段自走式駐車場（１,６９１．３８平方メートル）を建設 

平成１８年   マグロ売場低温設備を整備 

（参 考）昭和４３年  市場２階荷さばき所完成、業務を開始 

     昭和５４年  処理場上屋完成 

     平成 ７年  １層２段自走式駐車場完成 

     平成１８年  マグロ売場低温設備整備 

出典：小田原市水産海浜課資料 

 

 （２）取引の現状 

  ①業者数、買受人数と取引高 

 

図表-23．小田原市の卸売業者と売買参加者 

① 開 設 者 小田原市 

② 卸 売 業 者 株式会社小田原魚市場  資本金 ９，０００万円 

役員 ８名 社員 ４２名 

 

③ 売買参加者 

５６２名 

買受人      ２１４名 

買受人補助者  ３４８名 

出典：小田原市水産海浜課資料 
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図表-24．小田原市公設水産地方卸売市場の全体の取扱状況（平成２５年度） 

区  分 数     量 金     額 

年  間 １３，８７１トン  ９，１０３，１０７千円

１日平均 ５１トン ３３，７１５千円

最  高 
８８トン

（平成２５年１０月２２日）

６１，７３３千円

（平成２５年１２月２日）

最  低 
１１トン

（平成２６年２月１５日）

７，９２８千円

（平成２６年２月１５日）

（他産地からの陸送品、地元水揚品（鮮魚、加工品） 

（開場日数 ２７０日） 

出典：小田原市水産海浜課資料 

 

 

図表-25．小田原市公設水産地方卸売市場の地元水揚品（鮮魚）の取扱状況（平成２５年度） 

【地元水揚げ品（鮮魚）上位５種】 

 

取扱数量 取扱金額 

魚種名 数量（トン） 魚種名 金額（千円） 

１位 サバ類 ８５３ 活魚類 ２０２，３６５

２位 イワシ類 ７８８ アジ類 １３１，０１８

３位 ソウダガツオ ２７９ イワシ類 ７２，０７５

４位 カマス ２４７ サバ類 ６９，３９９

５位 アジ類 ２２１ 貝類 ４２，２４９

年間数量 ３，２０９トン 

                          金額 ７６５，９４０千円 

出典：小田原市水産海浜課資料 
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 （３）施設の現状 

  ＜現地調査結果＞ （３）共通データ 

 
 

図
表

-
27
．
 

漁
業

種
別

の
衛
生

管
理
の

課
題

・
問

題
（

定
置

網
漁
業

）
 

- 403 -



19 
 

 

 

 

 

図
表

-
28
．
 

漁
業

種
別

の
衛
生

管
理
の

課
題

・
問

題
（

刺
網

漁
業
）
 

- 404 -



20 
 

 

 
 

 

 

図
表

-
29
．
 

漁
業

種
別

の
衛
生

管
理
の

課
題

・
問

題
（

陸
送

品
）
 

- 405 -



21 
 

 

 

 

 

 

図
表

-
30
．
 

そ
の

他
の

課
題
・

問
題
点

（
そ

の
１

）
 

- 406 -



22 
 

 

 

 

 

図
表

-
31
．
 

そ
の

他
の

課
題
・

問
題
点

（
そ

の
２

）
 

- 407 -



23 
 

  ＜ヒアリング調査結果＞ （３）共通データ 
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①老朽化した施設 

図表-34． 市場建屋の耐震診断結果 

 

棟 

 

階数 

構造耐震指標Ｉs 

Ｘ方向 Ｙ方向 

Ａ棟 １階 0.26 0.15 

 ２階 0.48 0.25 

Ｂ棟 １階 0.90 0.49 

出典：小田原市「小田原市公設水産地方卸売市場本館建物耐震診断委託業務報告書」 平成 12

年 9 月より作成。 

 

構造耐震指標及び保有水平耐力に係る指標と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 

(1) Isが0.3未満の場合又はqが0.5未満の場合、 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 

(2) (1)及び(3)以外の場合、 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 

(3)Isが0.6以上の場合で、かつ、qが1.0以上の場合、 

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 

 

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」 

国土交通省告示第184号（平成18年1月） 
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 （４）現状の課題 

  ③品質管理の対応への立ち遅れ 
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が
足

り
て

な
い

。
レ

ベ
ル

3
・記

録
の

維
持

管
理

、
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
。

レ
ベ

ル
1

・良
好

な
海

水
又

は
飲

用
適

な
水

の
利

用
（氷

）
○

上
水

道
の

水
を

使
用

し
製

氷
し

て
い

る
。

・取
水

海
水

の
定

期
的

な
水

質
調

査
（

低
年

１
回

）
-

水
道

水
で

あ
り

、
水

質
調

査
は

行
っ

て
い

な
い

。
・殺

菌
施

設
の

定
期

点
検

（定
期

清
掃

含
む

）
の

実
施

-
定

期
検

査
・定

期
清

掃
を

行
っ

て
い

る
か

確
認

し
た

い
。

・食
中

毒
菌

の
混

入
防

止
対

策
の

徹
底

○
荷

さ
ば

き
所

内
に

給
氷

施
設

が
あ

る
。

レ
ベ

ル
3

・記
録

の
維

持
管

理
、

情
報

提
供

×
記

録
は

な
い

。
レ

ベ
ル

1
・氷

を
使

用
（施

氷
）し

た
温

度
管

理
、

直
射

日
光

の
回

避
○

施
氷

を
し

て
い

る
。

岸
壁

側
の

発
泡

ス
チ

ロ
ー

ル
箱

置
き

場
が

遮
光

シ
ー

ト
の

か
わ

り
と

な
っ

て
い

る
。

レ
ベ

ル
2

・防
暑

施
設

（屋
根

等
）の

整
備

×
防

暑
施

設
は

な
い

。
・適

切
な

温
度

管
理

下
で

の
取

扱
い

及
び

保
管

で
き

る
環

境
の

確
保

×
室

温
、

魚
体

温
の

制
御

は
し

て
い

な
い

。
・温

度
の

記
録

の
維

持
管

理
、

記
録

等
の

情
報

提
供

×
記

録
は

な
い

と
。

レ
ベ

ル
1

レ
ベ

ル
2

・適
切

な
温

度
管

理
下

で
の

取
扱

い
及

び
保

管
で

き
る

環
境

の
確

保
×

室
温

、
魚

体
温

の
制

御
は

し
て

い
な

い
。

・温
度

の
記

録
の

維
持

管
理

、
記

録
等

の
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
。

レ
ベ

ル
1

・
廃

棄
物

と
魚

介
類

の
分

離
、

廃
棄

物
の

露
出

防
止

の
撤

廃
○

毎
日

、
廃

棄
物

は
集

め
ら

れ
マ

グ
ロ

冷
凍

施
設

に
一

時
保

管
、

処
理

さ
れ

て
い

る
。

・
定

期
的

な
廃

棄
物

の
搬

出
○

廃
棄

物
処

理
業

者
に

よ
り

、
毎

日
処

理
さ

れ
て

い
る

。
・廃

棄
物

容
器

等
の

定
期

的
な

洗
浄

×
廃

棄
物

容
器

を
処

理
容

器
を

定
期

的
に

洗
浄

し
て

い
る

か
確

認
し

た
い

。
・搬

出
や

洗
浄

状
況

の
定

期
的

な
確

認
×

確
認

が
な

さ
れ

て
い

る
か

確
認

し
た

い
。

レ
ベ

ル
3

・温
度

の
記

録
の

維
持

管
理

、
記

録
等

の
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
。

レ
ベ

ル
1

・
シ

ー
ト

等
に

よ
る

屋
外

で
の

魚
体

露
出

防
止

○
シ

ー
ト

は
使

わ
れ

て
い

な
い

が
、

岸
壁

か
ら

荷
さ

ば
き

所
に

す
み

や
か

に
搬

入
さ

れ
て

い
る

。
・防

風
防

雨
防

塵
施

設
（屋

根
等

）の
整

備
×

防
風

防
雨

防
塵

施
設

（屋
根

等
）は

な
い

。
・防

風
防

雨
防

塵
に

対
す

る
定

期
的

な
確

認
-

施
設

が
な

い
の

で
、

確
認

の
必

要
が

な
い

。
レ

ベ
ル

3
・記

録
の

維
持

管
理

、
記

録
等

の
情

報
提

供
-

施
設

が
な

い
の

で
、

記
録

の
必

要
が

な
い

。
レ

ベ
ル

1
･糞

や
羽

、
餌

と
な

る
残

渣
等

の
定

期
的

な
洗

浄
（エ

プ
ロ

ン
・荷

さ
ば

き
所

等
）

×
残

渣
処

理
、

エ
プ

ロ
ン

・
荷

さ
ば

き
所

を
定

期
的

な
洗

浄
し

て
い

る
か

確
認

し
た

い
。

・鳥
獣

侵
入

対
策

施
設

の
整

備
×

鳥
獣

侵
入

対
策

施
設

は
な

い
。

・
鳥

獣
等

侵
入

防
止

に
対

す
る

定
期

的
な

確
認

-
施

設
が

な
い

の
で

、
確

認
の

必
要

が
な

い
。

レ
ベ

ル
3

・記
録

の
維

持
管

理
、

記
録

等
の

情
報

提
供

-
施

設
が

な
い

の
で

、
記

録
の

必
要

が
な

い
。

レ
ベ

ル
1

・
車

両
の

作
業

動
線

の
管

理
×

車
両

は
セ

リ
中

で
も

空
い

て
い

る
と

こ
ろ

に
入

っ
て

く
る

。
進

入
防

止
や

関
係

者
へ

の
周

知
は

さ
れ

て
な

い
。

・
陸

揚
げ

・荷
さ

ば
き

箇
所

へ
の

進
入

防
止

対
策

×
進

入
防

止
対

策
は

掲
示

の
み

で
、

さ
れ

て
い

な
い

。
・車

両
進

入
管

理
の

確
認

体
制

の
整

備
×

確
認

体
制

は
確

立
し

て
い

な
い

。
レ

ベ
ル

3
・
記

録
の

維
持

管
理

、
記

録
等

の
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
。

・十
分

な
換

気
・照

度
の

確
保

○
陸

側
開

放
で

あ
り

、
屋

根
に

明
り

取
り

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
・陸

揚
げ

・荷
さ

ば
き

の
作

業
動

線
の

管
理

×
動

線
は

混
在

し
て

い
て

、
決

ま
っ

て
い

な
い

。
・容

器
・床

等
の

洗
浄

の
徹

底
○

容
器

、
床

の
洗

浄
が

徹
底

さ
れ

て
い

る
か

確
認

し
た

い
。

・容
器

・床
等

の
洗

浄
後

の
排

水
の

適
正

管
理

○
洗

浄
後

の
排

水
は

排
水

構
を

通
っ

て
、

下
水

に
流

れ
て

い
る

。
・陸

揚
岸

壁
上

で
の

漁
具

等
の

洗
浄

・保
管

の
禁

止
の

徹
底

○
漁

具
の

洗
浄

・保
管

は
漁

具
干

場
で

行
わ

れ
て

い
る

。
・交

錯
の

無
い

作
業

動
線

の
確

保
×

作
業

動
線

が
混

在
し

て
い

る
（
交

錯
し

て
い

る
）。

・容
器

・床
等

の
洗

浄
の

徹
底

○
容

器
、

床
の

洗
浄

が
徹

底
さ

れ
て

い
る

。
・
容

器
、

床
等

の
洗

浄
後

の
排

水
の

適
正

管
理

○
洗

浄
後

の
排

水
は

終
的

に
下

水
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

・適
正

な
ロ

ッ
ト

容
器

の
使

用
○

適
正

な
量

に
あ

っ
た

容
器

は
使

用
さ

れ
て

い
る

。
・上

屋
の

老
朽

化
対

策
×

老
朽

化
対

策
は

さ
れ

て
い

な
い

。
・長

靴
の

消
毒

槽
等

の
設

置
×

長
靴

の
消

毒
は

ト
イ

レ
の

出
入

り
口

し
か

な
い

。
・魚

介
類

の
床

面
直

置
き

の
禁

止
×

選
別

・立
替

の
と

き
、

直
置

き
さ

れ
て

い
る

。
・定

期
的

な
実

施
の

確
認

×
実

施
確

認
は

さ
れ

て
い

な
い

。
レ

ベ
ル

3
・
記

録
の

維
持

管
理

、
記

録
等

の
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
。

レ
ベ

ル
1

・容
器

・機
械

類
等

の
洗

浄
の

徹
底

○
容

器
、

機
械

類
の

洗
浄

は
さ

れ
て

い
な

い
。

・
「
陸

揚
げ

・
荷

さ
ば

き
」
箇

所
と

「積
込

・
搬

出
」
箇

所
の

分
離

×
明

確
な

分
離

は
さ

れ
て

い
な

い
。

・排
気

ガ
ス

が
魚

介
類

に
直

接
か

か
ら

な
い

対
策

×
排

ガ
ス

に
対

す
る

対
策

は
さ

れ
て

い
な

い
。

・積
込

み
・搬

出
時

の
露

出
防

止
×

シ
ー

ト
や

フ
タ

な
ど

で
遮

蔽
し

て
い

な
い

。
・定

期
的

な
実

施
の

確
認

×
実

施
確

認
は

さ
れ

て
い

な
い

。
レ

ベ
ル

3
・記

録
の

維
持

管
理

、
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
と

理
解

し
て

い
る

。
レ

ベ
ル

1
・
荷

さ
ば

き
所

内
の

運
搬

車
両

の
清

掃
○

荷
さ

ば
き

所
内

の
運

搬
車

は
清

掃
は

さ
れ

て
い

る
。

・車
体

の
定

期
的

な
洗

浄
×

定
期

的
な

洗
浄

は
行

わ
れ

て
い

る
。

・
「
積

込
み

・
搬

出
」
に

か
か

わ
る

道
路

・
用

地
舗

装
、

雨
水

排
水

対
策

△
道

路
・
用

地
の

舗
装

は
さ

れ
て

い
る

。
大

雨
時

雨
水

が
氾

濫
す

る
。

・定
期

的
な

実
施

の
確

認
×

実
施

確
認

は
さ

れ
て

い
な

い
。

レ
ベ

ル
3

・記
録

の
維

持
管

理
、

情
報

提
供

×
記

録
は

な
い

。
・手

洗
い

の
徹

底
×

ト
イ

レ
以

外
に

手
洗

い
で

き
る

環
境

が
な

い
。

・
清

潔
な

服
装

の
励

行
×

着
帽

が
徹

底
さ

れ
て

い
な

い
。

清
潔

な
服

装
が

励
行

さ
れ

て
い

る
。

・喫
煙

所
の

区
分

等
△

喫
煙

所
は

３
箇

所
設

置
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

喫
煙

所
以

外
で

の
喫

煙
が

見
ら

れ
る

。
レ

ベ
ル

2
・
漁

港
利

用
者

に
対

す
る

衛
生

管
理

講
習

会
等

の
開

催
△

衛
生

管
理

講
習

会
は

過
去

に
行

わ
れ

た
が

、
そ

の
ま

ま
で

生
か

さ
れ

て
い

な
い

。
レ

ベ
ル

3
・記

録
の

維
持

管
理

、
情

報
提

供
×

記
録

は
な

い
。

レ
ベ

ル
1

・ト
イ

レ
の

衛
生

的
配

置
△

外
の

ト
イ

レ
が

あ
り

、
十

分
衛

生
的

配
置

と
は

言
え

な
い

。
・
床

面
か

ら
の

食
中

毒
菌

の
付

着
防

止
○

定
期

的
に

清
掃

さ
れ

て
い

る
か

確
認

し
た

い
。

・清
掃

の
実

施
記

録
×

レ
ベ

ル
3

・記
録

の
維

持
管

理
、

情
報

提
供

×
実

施
記

録
は

な
い

。
レ

ベ
ル

2
②

便
所

等
の

管
理

3
.3

関
係

者
の

清
潔

保
持

に
関

す
る

項
目

1

3
.

作
業

環
境

（
施

設
配

置
、

陸
揚

げ
か

ら
出

荷
エ

リ
ア

）
の

項
目

レ
ベ

ル
2

レ
ベ

ル
2

レ
ベ

ル
2

レ
ベ

ル
2

レ
ベ

ル
2

3
.2

積
込

み
・
搬

出
に

関
す

る
項

目

レ
ベ

ル
1

①
人

の
管

理
1

タ
イ

ヤ
の

洗
浄

は
定

期
的

に
さ

れ
て

い
な

い
。

・
タ

イ
ヤ

の
洗

浄

②
運

搬
車

両
の

清
潔

保
持

1

×

①
積

込
み

・
搬

出
環

境
の

清
潔

保
持

1

レ
ベ

ル
2

④
車

両
の

進
入

対
策

0

レ
ベ

ル
1

岸
壁

か
ら

活
魚

水
槽

ま
で

の
距

離
が

あ
る

な
ど

活
魚

が
弱

る
っ

て
し

ま
い

、
施

設
が

混
在

し
て

い
て

、
適

な
配

置
ま

た
見

直
し

が
さ

れ
て

い
な

い
。

0

⑤
陸

揚
げ

・
荷

さ
ば

き
環

境
の

清
潔

保
持

3
.1

陸
揚

げ
・
荷

さ
ば

き
に

関
す

る
項

目

0

②
防

風
防

雨
防

塵
の

対
策

1

③
鳥

獣
等

侵
入

防
止

の
対

策

レ
ベ

ル
2

①
廃

棄
物

等
の

適
正

処
理

1

・
適

な
作

業
形

態
確

保
に

よ
る

荷
さ

ば
き

時
間

の
短

縮
、

魚
介

類
の

損
傷

防
止

レ
ベ

ル
3

②
時

間
管

理
・
損

傷
防

止

2
.1

水
産

物
の

温
度

管
理

等
に

よ
る

品
質

管
理

2
.

水
産

物
の

品
質

管
理

の
項

目
×

1 0

①
温

度
管

理
レ

ベ
ル

3

漁
業

者
は

殺
菌

冷
海

水
、

上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

と
聞

い
て

い
る

が
、

仲
買

人
は

紫
外

線
殺

菌
装

置
に

よ
り

、
殺

菌
さ

れ
た

海
水

を
使

用
し

て
い

る
。

1 0 1 2

×

項
目

管
理

基
準

1
.

水
環

境
（
水

・
氷

の
供

給
、

排
水

処
理

）
の

項
目

1
.1

泊
地

環
境

に
関

す
る

項
目

①
泊

地
環

境
の

保
全

・
排

水
の

適
正

処
理

レ
ベ

ル
2

1
.2

水
の

供
給

に
関

す
る

項
目

①
良

好
な

作
業

環
境

確
保

の
た

め
の

適
正

な
洗

浄
水

利
用

・良
好

な
海

水
又

は
飲

用
適

な
水

の
利

用
（漁

具
、

エ
プ

ロ
ン

等
）

②
設

備
器

具
等

へ
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図表-38． 衛生管理基準の考え方
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  ④市場運営の困難性 

 

図表－39 他会計繰入金 年度別一覧 

       

予算 一覧       

年度 水産 青果 合計    

平成 22 年度 23,000 0 23,000   

平成 23 年度 23,000 27,000 50,000   

平成 24 年度 18,000 0 18,000   

平成 25 年度 19,000 21,000 40,000   

平成 26 年度 15,000 0 15,000   

平成 27 年度 16,000 0 16,000   

平成 28 年度（予定） 26,000 0 26,000   

       

決算額 一覧       

年度 水産 青果 合計 備考 

平成 22 年度 23,000 0 23,000 繰入金限度内 

平成 23 年度 9,000 27,000 36,000 繰入金限度内 

平成 24 年度 18,000 0 18,000 市場全体営業費用、元利償還金 

平成 25 年度 35,000 19,000 54,000 水産：施設屋上漏水工事、青果：退職金

平成 26 年度 15,000 20,000 35,000 水産：市場全体営業費用、青果：退職金

平成 27 年度（予定） 16,000 0 16,000 水産：市場のあり方検討 

平成 28 年度（予定） 26,000 0 26,000 水産：市場再整備基本方針策定 

＊繰入金限度額＝（営業費用×30％）＋（元金償還額×1/2）＋（利子支払額×1/2） 
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３．小田原市公設水産地方卸売市場の今後のあり方 

 （１）再整備の方向性 

  ①再整備主体（公設への継続性） 

図表-40. 公設である必要性 

 

 

図表-41． 市場に求められる機能 

A）機能面 

・市場には商品が正常に流通し、消費者に届けられる信頼性が求められる。 

・需要と供給を反映しながら、価格が過度に高くなったり、安くなったりせず、生産者・流通業者、消費者に不平等な価格や条件

をつけない公正な取引が行われる必要がある。 

・短期的な収益に左右されない継続性が求められる。 

・市場は各地から品物を集めるだけでなく、その地域の生産物を収集・分荷して、消費者に届け、地域の特徴にあった運営が求め

られる。 

B）安定面 

・市場は小売業者等が買いやすいように適切な量に分け、効率よく商品を流通し、供給を担う必要がある。 

・商品を安定的に業者や消費者に供給する必要がある。 

・安心して生産者が出荷し、業者が購入できる体制、消費者に安全性の高い商品の供給を行う必要がある。 

・巡回、監視して品質を安定・向上させ、不衛生な商品が出回らないようにする衛生管理のチェック体制が必要である。 

C）サービス面 

・市場は商品を供給するサービスを維持する必要がある。 

・入荷した商品をすみやかに流通させること、 

・施設・設備を維持して、不具合のある場合はすみやかに対処する迅速性が必要である。 

・サービスを維持する面で地域への取り組み、地域性などのまちづくりと合わせた対応が必要である。 

D）事業面・運営

面 

・市場は生産者・業者・消費者のニーズにあった事業を行う必要がある。 

・ＰＲなどを行い、取り扱う商品の知名度を向上させる運営が求められている。 

・入荷・仕分け・出荷の諸手続きを敏速に行い、商品が遅滞なく流通させる運営が必要である。 

・施設・設備の修理・補修、点検、更新において計画的に実施して、市場の機能を維持する必要がある。 

F）費用面 

・市場はすみやかに代金を決済し、業者からの徴収、出荷者への支払いを行う必要がある。遅滞なく決済するために資金を十分に

調達する必要がある。 

・業者・消費者への影響を少なくするため、不必要な価格への転嫁を防止する必要がある。 

・施設・設備を計画的に改修し、自然災害等においても十分な機能を確保する必要がある。 

・単独での実施が難しい場合では、県や国の助成金・補助金を利用して価格への影響を小さくする必要がある。 

・水産市場においては、県西地域に果たす役割が大きいので、神奈川県や近隣の市町村、利用者にも応分の費用負担を求めるのが

望ましい。 

ア）安定性・規

模 

・市場は公正な価格を形成し、衛生管理の整った安心・安全な魚を供給する。 

・規模を考慮し、地域経済への影響も考慮しながら設置される必要がある。 

・政府の施策・消費者の要望から高度衛生管理を取り入れた市場の創造は必須となっている。 

・水産市場の取引額は 91 億円と大きく、地域経済への影響、波及効果が大きい。そのため市の産業政策と一体となった設置・運営

が必要である。 

イ）費用負担・

商品価格の安

定 

・市場の整備には莫大な事業費がかかると予想される。 

・民営化に際し、その事業費費用の回収のため、商品や業者が支払う手数料・代金、消費者が購入する価格にきわめて短期に大幅な

上乗せされる可能性が高い。 

・小田原市では水産加工業が盛んである。早期の急激な費用が上乗せされると地域産業への負担が重くなる恐れがある。 

・そのため市民の税金負担や県の負担などの応分の負担を求めながら、補助金を用いて、小田原市の公共的な整備を行うことによ

り、急激な価格転嫁を少なくし、水産物が消費者に安定した価格で供給されやすい。 

ウ）市場の特

性 

・水産市場は、産地市場としての面と消費地市場としての面の二つの面を備えている。 

・その市場の特性を十分に配慮して市場づくりを行わなければ地域水産業の衰退、他市場への移行が進み、小田原市の経済に悪影響

を及ぼす可能性がある。 

・民営化した場合、利益とならない地域の特性が切り捨てられ、小田原市の風土を損なう恐れがある。そのため小田原市の仲介が必

要である。 

エ）漁港との兼

ね合い、施設・

設備整備 

・小田原漁港は第 3 種漁港として広域的な利用がなされている。 

・陸送品が 8 割近くを占めているが、漁港が大規模な分類に入ることで漁港との一体的な整備が必要である。 

・高度衛生管理を導入する場合、大規模な設備投資を行う必要がある。 

・また衛生管理を継続するためには長期的な管理、指導、監督が不可欠であり、小田原市の介在が必要である。 

オ）担い手確

保の問題 

・一般に漁業協同組合が開設者となっているケースが多いが、候補として考えられる小田原市漁業協同組合・株式会社小田原魚市

場は新港に開設予定の荷さばき・加工施設の対応に追われ、新たな市場整備の開設者として関わることは難しい。 

・他の地域から引き受けとなる業者があったとしても地元との調整が必要であり、すぐに開設者として参入することが難しい。 

・そのため小田原市が整備する必要がある。 
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図表-42. 整備パターン（ハード）による地域住民のメリット・デメリット 

                        （○＝メリット、▲＝デメリット） 

大項
目 

項目 公設 民設 廃止 

ねらいと概要 

公共目的強化 市場の新展開 負担低減と有効活用 

行政が整備する。 民間が整備する。 
市場を廃止し、負担を低減
する。近傍市場へ移管す
る。 

機能
安定
面 

（1） 継続性 ○ 
小田原市政による長期
的な継続性が担保され
やすい。 

▲
長期的継続性が担保さ
れない、倒産、撤退の
リスクがある。 

▲ 継続性はなくなる。 

（2） 地域性 ○ 

県西 3市 9町・首都圏
への供給責務、産地と
消費地の二面性を考慮
し運営しやすい。 

▲
地域特性は薄まる、商
品に偏りが出る可能性
がある。 

▲
供給特性がなくなる。
市場特性は失われる。

サー
ビス
面 

（3） 
政策との
一体化 

○ 

市場を活かしたまちづ
くりなど行政の目的に
沿った整備・管理がし
やすい。 

▲
政策との一体的な整
備・管理は難しくな
る。 

▲
市場を活かしたまちづ
くりは出来なくなる。

事業
面 

(4) 
迅速性 
（整備
上） 

○ 

各補助事業、公共投資
により迅速に整備しや
すい。 
（特に災害復旧時） 

▲

事業採算性が成り立た
ないと整備しない。民
間投資には限界があ
る。 

▲
整備する必要がなくな
る。 

（5） 事業性 ▲ 
事業ノウハウは少ない
ため、拡大による収益
拡大は難しい。 

○
事業ノウハウ導入によ
り事業拡大が望める。

▲
全体的に事業は縮小さ
れる。 

（6） 
手続き 
（整備
上） 

○ 

設置が小田原市によ
り、設置の事務手続き
が比較的スムーズであ
る。 

▲
規制等により設置の事
務手続きが膨大、手続
きコスト大となる。 

○ 手続きは無くなる。 

費用
面 

（7） 資金調達 ▲ 

限界がある。工学の場
合、広域や近隣市町・
利用者の負担を求める
必要がある。 

▲
信用力により調達困難
な場合もある。 

○ 資金は要らなくなる。

（8） 価格転嫁 ▲ 
価格転嫁は長期的に平
準化できるが、結局は
住民負担となる。 

▲

施設費用の回収等のた
め、急激に手数料、価
格に転嫁がされやす
い。 

▲

間接的に商品に転嫁さ
れやすい。 
価格上昇の可能性があ
る。 

（9） 
維持・改
修費 

○ 
計画的改修、自然災害
等の緊急時の対応がし
やすい。 

▲
改修負担が莫大、民間
のため緊急時の対応が
しづらい。 

○
維持、改修費負担はな
くなる。 

（10
） 

助成・補
助金 

○ 

小田原市設置のため、
広域の市民負担、県の
負担、国の助成・補助
金が受けやすい。 

▲
民間のため、助成・補
助金は受けにくい。 

▲
助成、補助金はなくな
る。 

（11
） 

市・住民
の財政負
担 

▲ 
市民には税金として負
担が増える。 

○ 負担は減る。 ○
負担は無くなる。 
土地利用ができる。 

（12
） 

税務負担 ○ 
固定資産税、法人税な
どはかからない。 

▲
法人税、固定資産税な
どがかかる。 

○ 税務負担は無くなる。

 
                                 ※赤文字はメリットの部分 

- 417 -



33 
 

図表-43. 管理・運営パターン（ソフト）による地域住民のメリット・デメリット 

                      （○＝メリット、▲＝デメリット） 

大項
目 

項目 管理・運営 すべて公 管理（公）・運営（民） 管理（民）・運営（民）

ねらいと概要 

公共目的強化 
公共投資維持と 
民間活力導入 

市場の新展開 

行政が整備し、開設者とな
り、管理・運営も公営企業
体が行う。 

行政が整備し、開設者とな
り、管理する。運営は民間
業者に委託する。 

民間が整備し、開設者とな
る。民間が管理・運営を行
う。 

■管理 

機能
面 

（1） 信頼性 ○ 

小田原市の管理・運営
により、利用者からの
信頼性が担保されやす
い。 

○

小田原市の管理、監
督・指導により、利用
者からの信頼性は担保
されやすい。 

▲
民間では、経営状態に
より信頼性が低下す
る。 

（2） 公正性 ○ 
小田原市の管理・運営
により、公正な取引が
実施される。 

○
小田原市の管理、監
督・指導により、公正
な取引が実施される。

▲
不適切な取引が起こる
可能性がある。 

安定
面 

（3） 安定供給 ○ 

小田原市（または公営
企業）の管理・運営の
もと安定供給されるや
すくなる。 

○

運営上の利益のあるも
のになりがちである。
小田原市の管理、監
督・指導により安定供
給は担保されやすい。

▲
利益のあるものになり
がちである。責任に限
度がある。 

（4） 

安心・安
全、品
質・衛生
管理 

○ 

小田原市の管理・運営
責任のもと、安心・安
全、品質・衛生管理は
担保しやすい。 

○

小田原市の管理、監
督・指導により安心・
安全、品質・衛生管理
は担保されやすい。 

▲
利益にならないコスト
には消極的である。 

事業
面 

（5） 
迅速性 
（予算
上） 

▲ 
決定、予算執行や議会
承認に時間がかかる。

▲
決定、予算執行や議会
承認に時間がかかる。

○
決定、予算執行が速
い。 

■運営 

サー
ビス
面 

（6） サービス ▲ 
公共サービスの範囲に
よる。柔軟性は低い。

○
新しいサービスも導入
しやすい。 

○
新しいサービスも導入
しやすい。 

運営
面 

（7） 効率性 ○ 
施設の管理と一体的な
運営が行えることで効
率性が増す。 

○
民間活力導入により、
効率の良い運営が期待
できる。 

○
民間活力導入により、
効率の良い管理・運営
が期待できる。 

（8） 
独自性・

PR 
▲ 

公営のため、小田原市
民、他圏の人へのＰ
Ｒ・独自性を打ち出す
のに制限がある。 

○

小田原市民・他圏の人
に積極的にＰＲでき
る。独自性を打ち出し
やすい。 

○

小田原市民・他圏の人
に積極的にＰＲでき
る。独自性を打ち出し
やすい。 

（9） 
手続き 
（運営
上） 

▲ 
手続きが煩雑になりや
すい。 

○
手続きが簡素化しやす
い。 

○
手続きが簡素化しやす
い。 

費用
面 

（10
） 

人件費 ▲ 
人件費は割高になりや
すい。 

○
人件費は割安になりや
すい。 

○
人件費は割安になりや
すい。 

（11
） 

運営費 ▲ 
運営費は割高になりや
すい。 

○
運営費は割安になりや
すい。 

○
運営費は割安になりや
すい。 

 
                               ※赤文字はメリットの部分 
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  ②再整備を目指すコンセプト骨子 

 

図表-44． 再整備を目指すコンセプト骨子 

将来像：「地域が潤い、豊かになる、にぎわい水産市場」 

４つの命題と●具体的な事例 
 

□生産者にとって魅力ある市場 

●各種施設の適正配置による効率化の確保 

□卸・仲卸の経営効率化 

     ●市場内の効率的な動線確保 

     ●市場内の安全確保 

●就労環境の向上 

     ●積荷・荷捌き・保管等の合理化 

□集荷・販売力の強化 

     ●全国各地からの豊富な品ぞろえ 

□競争を勝ち抜くブランド力を有する生産市場 

     ●加工施設・交流促進施設との連携 

 

 

□物品の品質管理の高度化 

     ●コールドチェーンシステムの確立 

     ●「雨ざらしによる品質低下」防止用屋根の設置 

□物品の衛生管理の高度化 

     ●高度衛生対応のハード整備並びにルールづくり 

□消費者にとって安心できる市場づくり 

     ●原産地・品質等の表示の統一化 

●ＩＴを駆使した入札制度の導入（トレーサビリティ） 

 

 

□需要と供給を反映した適正な価格形成 

     ●ＩＴを駆使した入札制度の導入 

□生産者と消費者を結ぶ市場づくり 

     ●市場関係者の研修等の実施 

 

 

□市場の長寿命化対策（老朽化・耐震化対策） 

□受益者負担・利用者負担による施設使用料の適正化 

 ●使用料の見直し・適正化 

□市場施設の有効活用による歳入確保 

     ●休市・休業時間の市場施設の有効利用による歳入確保 

□環境問題への対応 

     ●太陽光エネルギー・LED・ディスポーザーの導入 

     ●フォークリフトの電動化 

□近隣地域の住環境への配慮 

     ●市場利用者のための十分な駐車場確保 

 

注）※及び番号は「文章編 ５章 用語集」で説明する用語を示す。 

１．賑わいある生産・消費の拠点市場

２．安心・安全な水産物の供給市場

３．適正な市場取引と経営の近代化した市場

４．未来に向かって持続可能な市場

※69）

※70）
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 （２）再整備と運営のあり方 

  ①再整備の必要性 
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  ②現在地での再整備 
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